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平
成
20
年
分
所
得
税
確
定
申
告
・
平
成
21
年
度
町
県
民
税
申
告
相
談

受
付
期
間=

２
月
16
日（
月
）〜
３
月
16
日（
月
）

　

町
で
は
、
２
月
16
日
（
月
）
か
ら
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
地
区
日
程
日
に
申
告
で
き
な
い
人
は
、
受
付
期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）
収
支
内
訳
書
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
事
前
に
作
成
し
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

①
平
成
20
年
中
に
営
業
、
農
業
、
配
当
、
不
動
産
、

譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

②
給
与
所
得
者
で
、
次
に
該
当
す
る
人

・
給
与
の
年
収
が
２
、
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
等
を
受
け
て
い
た
り
、
年
の
途

　

中
で
退
職
を
し
て
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人

・
年
末
調
整
後
に
、
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
人

・
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
①
の
よ
う
な
所
得
が
あ
る
人

・
給
与
所
得
の
み
の
人
で
も
、
事
業
主
が
「
給
与
支
払
報

　

告
書
」
を
町
へ
提
出
し
て
い
な
い
人

申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

③
公
的
年
金
受
給
者
で
、
次
に
該
当
す
る
場
合

●
公
的
年
金
収
入
以
外
に
、
所
得
が
あ
る
人

●
公
的
年
金
収
入
の
み
で
、
所
得
控
除
を
受
け
る
人

④
扶
養
控
除
・
障
が
い
者
控
除
・
社
会
保
険
料
控

除
・
医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
・

寄
附
金
控
除
・
雑
損
控
除
な
ど
各
種
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

⑤
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
世
帯
主

⑥
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
対

象
の
人

※
右
記
に
該
当
し
な
い
場
合

　

（
例
え
ば
、
給
与
所
得
の

　

み
で
年
末
調
整
を
受
け
て

　

い
る
場
合
や
、
所
得
が
無

　

く
家
族
の
扶
養
に
な
っ
て

　

い
る
場
合
）
は
、
申
告
の

　

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
青
色
申
告
の
人
、
損
失
申

　

告
の
人
、
土
地
・
建
物
・

　

株
式
等
の
譲
渡
所
得
の
あ
っ
た
人
及
び
贈
与
・
相
続
・

　

消
費
税
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
印
か
ん
・
筆
記
用
具
・
電
卓

②
申
告
書
（
税
務
署
か
ら
送
付

さ
れ
て
い
る
人
）

③
申
告
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

（
確
定
申
告
で
の
所
得
税
の
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
又
は
、
還
付
金
の
受
領
の
口
座
振
込

を
利
用
す
る
人
）

④
平
成
20
年
中
の
所
得
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類

●
給
与
・
報
酬
・
賃
金
・
年
金
等
が
あ
る
人
は
、
源
泉
徴

収
票
、
支
払
調
書
（
原
本
）

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
人
は
収
支
内
訳
書

（
事
前
に
作
成
し
必
ず
控
え
を
保
管
す
る
こ
と
）

●
配
当
・
一
時
・
雑
所
得
の
あ
る
人
は
そ
の
所
得
の
内
容

を
証
明
す
る
書
類

⑤
控
除
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
類

●
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
又
は
領
収
書

●
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
領
収
書
（
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
金
額
の
記
載
が
あ
り
ま

す
。
天
引
き
分
は
、
本
人
以
外
の
社
会
保
険
料
控
除
と
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

●
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の
控

除
証
明
書

●
障
が
い
者
控
除
該
当
者
は
、
障
が
い
者
手
帳
又
は
障
が

い
者
控
除
対
象
者
認
定
書

申
告
に
必
要
な
も
の
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●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
保
険
税
の
軽
減
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

●
国
民
年
金
保
険
料
の
申
請
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

●
扶
養
関
係
・
福
祉
関
係
・
公
営
住
宅
の
手
続
き
な
ど
に

必
要
な
証
明
書
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　

☎
�
９
１
２
２

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
す
る
場
合
に
、

１
年
間
の
納
付
額
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
等
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
社
会
保
険
庁
か
ら
納
付
額

を
証
明
し
た
控
除
額
証
明
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
告
の
際
は
こ
の
証
明
書
や
領
収
書
を
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

社
会
保
険
事
務
所
や
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
、
「
基

礎
年
金
番
号
」「
氏
名
」「
住
所
」
「
生
年
月
日
」
等
を
申

し
出
て
、
控
除
証
明
書
の
再
発
行
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
先
＝

　

宇
都
宮
西
社
会
保
険
事
務
室

　

☎
０
２
８
（
６
２
２
）
４
２
２
２

　

専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７

国
民
年
金
保
険
の
領
収
書
や
控
除
証
明

書
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
？

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
証
明
書
等
の

添
付（
提
示
）義
務
に
つ
い
て

●
医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
雑
損
控
除
の
証
明
書
類

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
必
要
書
類

申
告
を
し
な
か
っ
た
ら

所得税の確定申告・町県民税の申告相談の日程
▼申告時間＝【午前の部】午前８時45分～11時

　　　　　　【午後の部】午後１時～４時

▼会場＝上三川町役場３階大会議室

※混雑のため長時間お待ちいただく場合があります。また、混雑の状況により午前の受け付けでも、午後

になる場合がありますのでご了承ください。

2月16日（月）

2月17日（火）�

2月18日（水）

2月19日（木）�

2月20日（金）�

2月23日（月）

2月24日（火）

2月25日（水）

2月26日（木）

2月27日（金）�

3月 2日（月）�

3月 3日（火）

3月 4日（水）�

3月 5日（木）�

3月 6日（金）�

3月 9日（月）�

3月10日（火）�

3月11日（水）�

3月12日（木）�

3月13日（金）�

3月16日（月）�

日　　　付 地　　　　　　　区　　　　　　　名

大山第１・第２・第３・第４・天神町

西町・本町・城台・下多功・多功下坪・下梁・間の田

下神主・上神主・薄市・石田下坪・西田南・西田北・トータスホーム

島崎・石田上坪・鞘堂・西浦・富士見台・県営かみのかわ住宅

上梁・川中子１区・２区・３区・ゆうきが丘第１・第２・第３・第４・第５

本郷台第１・第２

本郷台第３・上郷１区・２区

上郷３区・４区・５区・西蓼沼・青雲寮

東蓼沼西・東蓼沼東・中根・向川原・上文挾・西汗上東・露無・ひがしはら

東汗東・東汗西・西木代

西汗上西・西汗下

磯岡・美里・並木

三ツ家・常光坊・下町1区・２区・東舘南部・泉町

下町３区・４区・５区・中町・大町

上町・東舘北部・日産アパート

井戸川・愛宕町・願成寺

峰町・睦渕・しらさぎ・マロニエプラザ

上蒲生北部・上蒲生南部・上蒲生東・下蒲生

五分一・三村・雇用促進住宅・雇用促進住宅南

坂上本田・坂上河原・三本木・桃畑・友愛苑

申　告　書　審　査　日
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税
の
大
切
さ　

気
づ
こ
う
学
ぼ
う　

未
来
の
た
め
に　
　

本
郷
中
学
校　

３
年　

鈴
木　

香
里

　

自
己
、
又
は
生
計
を
共
に
す
る
配
偶
者
や
、
そ
の
他
親

族
の
た
め
に
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
左
記
の
算

式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
を
、
医
療
費
控
除
と
し
て
控

除
さ
れ
ま
す
。

　

医
療
費
の
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
の
領
収
書
を

「
医
療
費
を
受
け
た
人
」
「
医
療
機
関
」
「
支
払
医
療
費
」

の
順
に
整
理
・
計
算
し
、
事
前
に
医
療
費
の
明
細
書
に
記

入
の
う
え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
明
細
書
の
用
紙
は
税
務
課

窓
口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
人
へ

☆
必
要
な
書
類
等

　

医
療
機
関
か
ら
の
領
収
書
、
支
払
っ
た
医
療
費
に
対
し

社
会
保
険
な
ど
か
ら
支
給
を
受
け
た
療
養
費
や
分
娩
費
の

ほ
か
、
給
付
さ
れ
た
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
明
細
書

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
払
額
の
う
ち
医
療
費
控
除

　

の
対
象
と
な
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
に
明
記
し

　

て
く
だ
さ
い
。
（
６
Ｐ
に
関
連
記
事
が
ご
ざ
い
ま
す
）

■
医
療
費
と
な
ら
な
い
も
の

・
医
師
な
ど
へ
の
謝
礼

・
健
康
診
断
や
美
容
整
形
の
費
用

・
疾
病
予
防
や
健
康
増
進
な
ど
の
医
薬
品
や
、
健
康
食
品

　

の
購
入
費
等

医療費控除の計算方法

そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る

金　

額

10
万
円
又
は
総
所
得
金
額
の

５
％
（
ど
ち
ら
か
少
な
い
額
）

医
療
費
控
除
額
（
最
高
200
万
円
）

- - =

　

平
成
20
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
新
築

・
購
入
・
増
改
築
を
し
た
人
は
、
一
定
の
要
件
に
あ
て
は

ま
れ
ば
、
控
除
期
間
を
10
年
も
し
く
は
15
年
を
選
択
し
て

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
所
得

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
（
１
度
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
と
、

変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。）

※
こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、
最
初
の
年
に
確
定
申

　

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
控
除
を
受
け
る
た
め
の
各
種
要
件
・
必
要
書
類
に
つ
い

　

て
は
、
宇
都
宮
税
務
署
【
☎
０
２
８（
６
２
１
）２
１
５

　

１
】
又
は
税
務
課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
広
報
１
月

　

号
に
も
詳
細
が
掲
載
さ

　

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

　

確
認
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
作
成
な
ど
で

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
人

　

は
、
宇
都
宮
税
務
署
特

　

設
会
場
【
マ
ロ
ニ
エ
プ

　

ラ
ザ
】
又
は
町
役
場
の

　

確
定
申
告
を
ご
利
用
く

　

だ
さ
い
。

新
築
・
購
入
・
増
改
築
を
し
た
人
は

所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

申
告
を
忘
れ
ず
に
…

〜
特
別
徴
収
と
口
座
振
替
の
選
択
制
〜

　

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
、
年
金
か
ら

の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
人

で
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
で
は
な
く
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申
出
に
よ
り
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
申
出
に
あ
た
っ
て
の
要
件
が
、
平
成
21
年
４
月
か
ら
見
直

し
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
口
座
振
替
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
け

る
人
」
と
い
う
要
件
の
み
に
な
り
ま
す
の
で
、
ど
な
た
の
口
座
か

ら
で
も
振
替
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
再
び
特
別
徴
収
に
よ
る
納

　

付
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
変
更
を
希
望
す
る
場
合
の
手
続
き
は
…

国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
「
被
保
険
者
証
」

（
保
険
証
）
、口
座
振
替
依
頼
書
、
印
か
ん（
通
帳
の
届
出
印
）
以
上
を

持
参
し
て
申
出
書
と
一
緒
に
税
務
課
住
民
税
係
の
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
か
ら
の
お
支
払
い
開
始
は
平
成
21
年
度
分
は
７
月
か
ら
と

　

な
り
ま
す
。

※
口
座
か
ら
の
お
支
払
い
に
変
更
し
た
場
合
、
所
得
税
・
住
民
税

　

の
社
会
保
険
料
控
除
は
、
口
座
名
義
人
の
方
に
適
用
さ
れ
ま
す

　

の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　

変
更
を
希
望
し
な
い
人
は
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。
引
き
続
き

年
金
よ
り
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ま
た
、
す
で
に
変
更
の

申
出
を
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
は
、
申
出
書
の
再
提
出
は
不
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　

☎
�
９
１
２
２

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
　
　
　
　
　

保
険
料
の
お
支
払
い
方
法
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特集

よ
く
知
ろ
う　

あ
な
た
が
は
ら
う　

税
の
こ
と　
　
　

上
三
川
中
学
校　

１
年　

上
野　

莉
伽

■
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
へ

　

年
金
収
入
の
み
で
、

①
65
歳
未
満
で
年
金
収
入
が
98
万
円
以
上
の
人

②
65
歳
以
上
で
年
金
収
入
が
148
万
円
以
上
の
人

①
も
し
く
は
②
に
該
当
し
て
い
る
人
は
、
申
告
期
間
に
町

県
民
税
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
告
で
配
偶
者
控
除

や
扶
養
控
除
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
町
県
民
税
の
額
が
減

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
他
の
人
と
二
重
で
扶
養
控
除
し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
）
ま
た
、
天
引
き
で
は
な
く
直
接
納
付
し
て
い
る

社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な

ど
各
種
控
除
を
受
け
る
人
も
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
町
県
民
税
の

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
お
忘
れ
な
く

　

該
当
す
る
人
は
、
平
成
21
年
３
月
16
日
ま
で
に
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

・
確
定
申
告
を
し
な
い
人
↓

　

町
税
務
課
に
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
を
添
付
し
て
申
告

・
確
定
申
告
を
す
る
人
↓

　

宇
都
宮
税
務
署
又
は
町
へ
確
定
申
告
書
と
あ
わ
せ
て
申
告

■
確
定
申
告
書
や
収
支
内
訳
書
の
控
え
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

　

来
年
申
告
す
る
際
の
参
考
資
料
に
な
り
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
県
や
町
、
金
融
機
関

等
へ
の
手
続
き
の
際
に
使
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　

☎
�
９
１
２
２

町
県
民
税
申
告
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

②地方公共団体に対する寄附金控除の改正点（ふるさと納税）

　すべての都道府県・市町村に対する寄附金が対象です。上記の基本控除と下記の特別控除を合

せて、町県民税所得割から控除されます。

●特別控除�（寄附金－５千円）×｛90％ー（０～40％の所得税の税率）｝

　ただし、特別控除は町県民税所得割の１割が限度です。

※条例で指定した寄附金…社会福祉法人等に対する寄附金（国・政党等に対する寄附金は除く）

※学校の入学に関する寄附金は、寄附金控除の対象外です。

※控除を受けるには、寄附先から受け取った受領書等寄附の証明書を添付し、所得税の確定申告

　をしてください。確定申告の必要のない人で、住民税の寄附金控除のみを受けようとする人は、

　町に住民税の申告をしてください。

※平成20年中に寄附した場合、平成21年度の個人住民税から適用になります。

※所得税の寄附金控除制度については、変更はありません。

町県民税の寄附金税制が拡充されました
①地方公共団体以外に対する寄附金控除の改正点

総所得金額等の25％ 総所得金額等の30％

拡充のポイント 改正前 改正後

対象寄附金

○住所地の都道府県共同

　募金会に対する寄附金

○住所地の日本赤十字社

　支部に対する寄附金

改正前の寄附金以外に、所得税の

寄附金控除の対象となる寄附金の

内から、地方公共団体が条例で指

定した寄附金を追加

寄附金の控除対象

限度額の拡充�

寄附金控除の

適用下限額の

引下げ

10万円 ５千円

改正前は、10万円を超える寄附をすれば町県民税が減額されたが、

改正後は５千円を超えれば減額される。

控除方式

控除額の

拡大

基本

控除

所得控除方式 税額控除方式

「寄附金－10万円」を

所得控除

「寄附金－５千円」×（町６％県４％）

を税額控除
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税
金
を　

納
め
て
広
が
る　

社
会
の
環　
　
　
　
　
　
　

明
治
中
学
校　

１
年　

吉
岡　

真
美

e-Taxを利用しませんか（国税電子申告システム）
　ご自宅のパソコンのインターネットから、e-Tax（国税電子申告システム）を利用して確定申告の手続き

ができます。申告者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、平成20年中の所得について、

３月16日までにe-Taxで確定申告する場合に、最高5千円の電子証明書等特別控除が受けられます。また、還

付金がスピーディーになり、医療費控除の領収書や源泉徴収票等の一定の書類の提出を省略できます。

■電子証明書等特別控除の対象外となるケース

・平成19年分で電子証明書等特別控除を受けた人

・確定申告書を申告用紙で提出される場合

・電子署名や電子証明書を付さずにe-Taxにより申

　告する場合

■手続きについて（本人申請の場合）

①電子証明書を格納した住民基本台帳カードを取得

する（住民票のある市町村）

・運転免許証やパスポート等の官公署が発行した写

　真付の証明証

・顔写真入を希望される人は顔写真（６月以内に撮

　影した正面・無帽・無背景のもの3.5㎝×4.5㎝）

・手数料　1,000円

　（住民基本台帳カード500円、電子証明書500円）

・印かん

を持参し、住民基本台帳カード交付

申請書・電子証明書新規発行申請書

を提出し、カードを取得する。

※本人以外が申請の場合には住民生

　活課総合窓口係までお問い合わせください。

※電子証明書の有効期間は発行日から３年間　

② I Cカードリーダライタを家電量販店等で購入する。

※カード発行時に渡された対応機種一覧でご確認く

　ださい。

③国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」

から電子申告開始届出書を送信し、利用者識別番号・

暗証番号を取得します。

④国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」

で電子証明書等を初期登録後、申告データを作成し

送信します。

※町では、確定申告期間中ご自宅でe-Taxをご利用

できない方用に、申告会場にパソコンとICカードリ

ーダライタを１台用意します。利用される方は、当

日必要書類と電子証明書格納の住基カードを用意

し、申告会場受付にお申し出ください。

▼利用可能な日時＝２月16日～３月16日（平日）の

　午前８時45分～11時・午後１時～４時

▼各種問い合わせ先＝

●電子申告、電子証明書等特別控除

　税務課　住民税係　☎�９１２２

●住基カード

　住民生活課　総合窓口係　☎�９１２５

■詳細な情報

・住基カード【上三川町ホームページ】

　www.town.kaminokawa.tochigi.jp/

　jyuumin/jyuuki-net.htm

・電子申告【e-Taxホームページ】

　www.e-tax.nta.go.jp

・確定申告【国税庁ホームページ】

　www.nta.go.jp

▼問い合わせ先＝保険課　介護保険係　☎�９１０２

●介護サービス利用料

　介護サービスに係る利用料の

個人負担のうち、居宅サービス

事業者・指定介護老人福祉施設

等が発行する領収証書に記載さ

れている医療費控除対象額。（払

い戻しを受けた高額介護サービ

ス費を除く）

〔申告に必要なもの〕

①介護サービス利用料の領収書

　おおむね６か月以上寝たきりの状態にあり、治

療上おむつの使用が必要な人のおむつ代（紙おむ

つの購入料・貸しおむつの賃借料）。

〔申告に必要なもの〕

①おむつ代の領収書

②医師の発行した「おむつ使用証明書」

�※二年目以降は、②の「おむつ使用証明書」を、

町保険課で発行する「介護保険主治医意見書内容

確認書」で代えることができます。

●おむつ代

　所得税法や地方税法では、医療費のほかに下記のものが医療費控除の対象になります。

領収書

介護サービス利用料等の医療費控除
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ひ
と
り
ひ
と
り
の
税
金
が　

み
ん
な
の
た
め
に　

役
に
立
つ　

本
郷
中
学
校　

２
年　

石　

香
奈
子

�

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
正
し
い
自
書
申
告
を
！

　

所
得
税
は
、
自
分
の
所
得
の
状
況
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い

る
皆
さ
ん
が
、
税
法
に
従
っ
て
自
分
の
所
得
と
税
額
を
正
し

く
計
算
し
、
期
限
内
に
申
告
、
納
税
す
る
と
い
う
『
申
告
納

税
制
度
』
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
申
告
し
な
か
っ

た
り
、
誤
っ
た
申
告
を
す
る
と
、
後
で
不
足
の
税
金
を
納
め

る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。

　

申
告
書
を
自
分
で
書
く
時
は
、
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の

手
引
き
」
に
示
さ
れ
て
い
る
記
載
例
に
基
づ
い
て
記
入
し
て

い
く
と
、
所
得
や
税
額
の
計
算
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
自
分
で
記
入
し
て
お
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
あ
る
人

は
、
そ
の
年
の
総
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
容
を
記
載
し

た
収
支
内
訳
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
税
金
の
還
付
は
口
座
振
込
で
！

　

還
付
申
告
を
さ
れ
る
人
は
、
本
人
の
預
金
口
座
へ
の
振
込

に
よ
る
還
付
金
の
受
取
り
が
大
変
便
利
で
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
確
定
申
告
書
の
「
還
付
さ

れ
る
税
金
の
受
取
場
所
」
欄
に
、
振
込
先
金
融
機
関
名
・
預

金
種
別
、
口
座
番
号
を
正
確
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
還
付
金

振
込
時
に
は
、
税
務
署
か
ら
振
込
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
申
告
書
作
成
が
で
き
た
ら

提
出
は
郵
送
で
お
早
め
に
！

　

申
告
書
は
、
郵
送
な
ど
に
よ
り

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
確

定
申
告
の
期
間
中
は
申
告
会
場
が

大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
税
務
署

に
郵
送
等
で
提
出
す
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

　

平
成
20
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
納
期
限
は
、

３
月
16
日
（
月
）
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
て
い
る
人
は
、
指
定
さ
れ

た
預
貯
金
口
座
の
残
高
を
確
認
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
振

替
納
税
を
ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
手
数
が
省
け
、

う
っ
か
り
納
税
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
振
替
納
税
が

大
変
安
全
で
便
利
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
送
付
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

〒
３
２
０
―
８
６
５
５

　

宇
都
宮
市
昭
和
二
―
一
―
七

　

宇
都
宮
税
務
署
【
自
動
音
声
案
内
】

　

☎
０
２
８
（
６
２
１
）
２
１
５
１　

振
替
納
税
の
場
合
の
振
替
日

４
月
22
日
（
水
）

日曜日（２月22日・３月１日）開催

確定申告会場は『マロニエプラザ』

▼日時＝２月５日（木）～３月16日（月）

　　　　午前９時～午後４時

※２月22日、３月１日以外の土・日・祝日は閉設

▼内容＝平成20年分の所得税・贈与税及び個人

事業者の消費税の申告の相談及び申告書の受付

（現金納付の窓口業務は行いません。）

※この期間以外は税務署が確定申告会場となり

　ます。

▼問い合わせ先＝宇都宮税務署

　☎０２８（６２１）２１５１

　【自動音声案内】

交通のご案内

●ＪＲ宇都宮東口から徒歩約15分

●バスをご利用の方

　ＪＲ宇都宮西口９番のりば

　　越戸経由柳田車庫行

　　越戸経由松下電器行

　　　宇都宮柏楊高校前下車（徒歩１分）

宇都宮
白楊高校

宇都宮市

体育館

宇都宮
駅東公園

至
県
庁

至仙台 至仙台

至東京
宇都宮大学

至東京

至北関東自動車道
　上三川Ｉ.Ｃ

新
国
道
４
号

国
道
４
号

ボーリング場

東郵便局

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅

マロニエプラザ

平松町

泉が丘

峯町

納
税
は
期
限
内
に
、

　
　

振
替
納
税
の
ご
利
用
を
！
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